
認定基準の改定事項について

• 関連法令、制度等の動向を踏まえ、評価項目の内容を見直す

• 今年度中に改定予定（Ｒ８.４/１施行）

評価項目 修正（案）要旨

Ⅲ1f.7
Ⅲ1f.8

情報通信施設のPUEの実績
情報通信施設のPUEの改善

省エネ法の動向等を踏まえた評価水準の見直し

➢ Ⅲ1f.7 情報通信施設のPUEの実績
（現行） PUE2.2～1.6における段階評価
（改定案）PUE1.7～1.4における段階評価

➢ Ⅲ1f.8 情報通信施設のPUEの改善
（現行） PUE1.4以下において加点評価
（改定案）PUE1.3以下において加点評価

Ⅴ2.1 気候変動への適応
- 災害時用の自家発電設備等の
設置

建築物環境計画書制度の令和７年度版評価基準に合わせた適合要件の見
直し
➢ 災害時用の自家発電設備等の設置
（現行） 事業所内に再エネ発電設備又は蓄電池とともにV2Bを設置
（改定案）事業所内に再エネ発電設備、蓄電池、V2B充放電設備のうち

いずれかを設置
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